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─────────────────────────────────────────── 

令和２年 ３ 月 宇 美 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第２日） 

令和２年３月４日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

 提出された案件は次のとおり 

 日程第１ 議案第３号 財産の取得について 

 日程第２ 議案第４号 財産の無償譲渡について 

 日程第３ 議案第５号 工事請負契約締結についての議決内容の一部変更について 

 日程第４ 議案第６号 和解及び損害賠償の額の決定について 

 日程第５ 議案第17号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 日程第６ 議案第18号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第19号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第８ 議案第20号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 議案第21号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第７号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第３号 財産の取得について 

 日程第２ 議案第４号 財産の無償譲渡について 

 日程第３ 議案第５号 工事請負契約締結についての議決内容の一部変更について 

 日程第４ 議案第６号 和解及び損害賠償の額の決定について 

 日程第５ 議案第17号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 日程第６ 議案第18号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第19号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正予算（第４号） 

 日程第８ 議案第20号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 議案第21号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第７号） 

────────────────────────────── 
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８番 黒川  悟         ９番 脇田 義政 

10番 小林 征男         11番 飛賀 貴夫 
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    書記 太田 美和     書記 松田 好弘 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 木原  忠     副町長 ………………… 髙場 英信 

教育長 ………………… 佐々木壮一朗     総務課長 ……………… 佐伯 剛美 

危機管理課長 ………… 藤木 義和     財政課長 ……………… 工藤 正人 

まちづくり課長補佐 … 浦本 亜衣     税務課長 ……………… 江﨑 浩二 

会計課長 ……………… 瓦田 浩一     住民課長 ……………… 八島 勝行 

健康福祉課長 ………… 飯西 美咲     環境農林課長 ………… 太田 一男 

管財課長 ……………… 中西 敏光     都市整備課長 ………… 藤木 浩一 

上下水道課長 ………… 藤井 則昭     学校教育課長 ………… 原田 和幸 
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町制施行１００周年事業推進事務局長 ……………………………………… 安川 茂伸 

────────────────────────────── 

10時00分開議 

○議会事務局長（川畑廣典君）  起立願います。礼。おはようございます。着席願います。 

 お手元に、本日の議事日程第２号をお配りしておりますので、御確認を願います。 

○議長（古賀ひろ子君）  改めまして、おはようございます。 

 本日の会議を開きます。 

 報告いたします。昨日、議会運営委員会において、本定例会の一般質問について検討した結果、

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、議会審議の時間を短縮することや、混乱する教育

現場対応などに執行部が万全の体制で臨めるよう配慮することを理由に、一般質問を中止するこ

とで決定しましたので、御報告いたします。 

 したがいまして、予定していた１０日、１１日は休会となります。なお、そのほかの議事につ

いては変更ありません。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３号

○議長（古賀ひろ子君）  日程第１、議案第３号 財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。安川社会教育課長。 

○社会教育課長（安川忠行君）  失礼いたします。 

 議案第３号 財産の取得について、上記の議案を別紙のとおり提出する。令和２年３月３日、

宇美町長木原忠。 

 提案理由でございますが、国指定特別史跡・大野城跡史跡地保存のため、宇美町大字炭焼の民

有地を購入するに当たり、宇美町町有財産の取得管理及び処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、１ページをお願いいたします。 

 財産の取得について、１、取得する財産、特別史跡大野城跡地内。 

 （１）所在地、宇美町大字炭焼字原田谷山２８３番２０。種類等、土地（山林）６万９,６８６平

米。土地代１億２,５４３万３,６００円、立木代３１７万９,２００円、小計１億２,８６１万

２,８００円。 

 （２）所在地、宇美町大字炭焼字本村谷右１０９８番４８。種類等、山林５万７,９１９平米。

所在地、同じく炭焼字本村谷右１０９８番２５２。山林４２６平米。同じく、１０９８番２５３。

山林６５６平米。土地代１億１,１５１万１,５００円、立木代２８２万円、小計１億１,４３３万

１,５００円。 

 ２、取得価格計としまして２億４,２９４万４,３００円、取得面積の計が１２万８,６８７平

米になります。 

 ３、代金の支払い方法につきましては、移転登記後、譲渡者の請求により支払うものとなりま

す。 

 ４、財産の所有権移転登記の時期につきましては、契約後速やかに行うものとなります。 

 次の２ページをお願いいたします。 

 ５、契約の相手方につきましては、（１）宇美町大字炭焼字原田谷山２８３番２０の所有者に

つきましては、１６名で記載のとおりでございます。 

 （２）宇美町大字炭焼字本村谷右１０９８番４８の所有者、同じく１０９８番２５２の所有者、

同じく１０９８番２５３の所有者につきましては、記載のとおりで合計１５名になります。 

 次の３ページをお願いいたします。 

 図面を添付しておりますが、この図面の桃色の部分につきましてが、今回財産を取得する部分

でございます。 



- 24 - 

 以上で、説明を終わります。御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。

１番、丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  今回のこの史跡買取り、国が８割、そして県が１５％、町は５％の負担で

済むと。積極的に今後買い上げていただくようなことがあれば、もっといいかなと全面的に賛成

するわけなんですけれども、資料の３ページに、緑色の色づけがなされている分、今後、次年度

以降に公有化の可能性がある地域と示されております。今後、こういった地域についてどのよう

な買取り計画を考えているのか、ありましたら答えていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○社会教育課長（安川忠行君）  失礼いたします。 

 今回、資料図面にあります緑部分につきましては、約、民有地が約１４％程度残っているよう

な状況でございます。買取りにつきましては、昭和４５年から公有化を図ってきたわけなんです

けど、その間、土地所有者の申請に応じて購入したというような経緯がございまして、将来的に

何年計画で購入するという計画は今現在ございません。 

 当然、今後も同様に所有者の意向によって、あとは、まあ町当局の財政状況とか、あとは国、

県と検討しながら、基本的には公有化を図っていくというところでございます。したがいまして、

現時点では具体的な公有化の計画はございません。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにありませんか。４番、藤木議員。 

○４番（藤木 泰君）  ちょっとお尋ねします。まず、土地代の平米単価、割り崩せば分かるんで

しょうが、それと、もう１点が立木代、これの立木の種類、それから計算の根拠をちょっと御説

明いただきたいと思います。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○社会教育課長（安川忠行君）  失礼します。 

 まず、平米単価を申し上げます。炭焼の２８３の２０につきましては、平米１,８００円でご

ざいます。もう一つの炭焼の１０９８の４８と２５２、２５３につきましては、１,８９０円に

なります。 

 それと、樹木の種類でございますが、杉、ヒノキ、松と雑木になります。これにつきましては、

四王寺山の共有財産の立木補償の積算表といいまして、これは九州地区の用地対策連絡会が作成

しております平成３１年度損失補償算定標準書の単価表で算出したものでございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３号 財産の取得についてを採決いたします。本案を原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第４号

○議長（古賀ひろ子君）  日程第２、議案第４号 財産の無償譲渡についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。安川こどもみらい課長。 

○こどもみらい課長（安川禎幸君）  それでは、議案第４号について説明いたします。 

 議案第４号 財産の無償譲渡でございます。上記の議案を別紙のとおり提出する。令和２年

３月３日、宇美町長木原忠。 

 提案理由といたしましては、宇美町貴船保育園の民営化に伴いまして、貴船保育園の園舎及び

備品を無償譲渡することにつきまして、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議

決を求めるものであります。 

 貴船保育園につきましては、これまで全協等で報告してまいりましたが、令和２年４月より社

会福祉法人子安会に移管されることが決定しております。 

 それでは、説明いたします。次のページをお開きください。 

 １、無償譲渡する財産、建物及び備品一式。名称が貴船保育園。所在地が宇美町貴船二丁目

２９番２号。構造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨造、平屋建て。延床面積が８４０.６４平米で

ございます。 

 ２、無償譲渡の相手方、名称が社会福祉法人子安会。所在地、宇美町宇美一丁目８番３４号。

代表者、理事長伊藤佳和でございます。 

 ３、無償譲渡する目的でございますが、貴船保育園を令和２年度から民営化することに伴いま

して、公募により選定した上記相手方に対して、貴船保育園の建物及び備品一式を無償で譲渡す

ることにより、上記相手方が安定的な保育事業の提供ができるようにするものでございます。 

 ここで、備品一式というのがございますが、現在、この備品については園で使用しております

園児用の机や椅子、遊具、楽器、それから調理備品、事務備品、体育備品などでございます。全
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部で１２３品目でございます。 

 無償譲渡する日は、令和２年４月１日となっておるとこでございます。 

 なお、貴船保育園の敷地につきましては、１０年間無償貸与することとなるとこでございます。 

 説明は以上です。御審議の上、御議決いただきますようによろしくお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。

５番、入江議員。 

○５番（入江政行君）  貴船保育園、民営化ということなんですけども、もともと私も民営化には

反対なんですが、この譲渡に当たって、この建物ちゅうのは減価償却が終わっているのかどうか

と、譲渡に当たって譲与税はどうなるのかと、それと土地なんですけども、せめて土地だけは使

用料というのを頂けないのか、宇美町、財政苦しい中、無償で貸すというのはちょっといかがな

ものかと思っています。土地に関しては、賃貸という形にできないのか、その辺をちょっと回答

お願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○こどもみらい課長（安川禎幸君）  まず、園舎でございますが、税金は町有財産ですので非課税。

それと、減価償却するという概念もないというとこでございます。 

 それと、土地の無償で借用するというふうになるわけでございますが、実は、これ民営化の条

件の一つでございます。なるべく民間の方に手を挙げていただくというところで、その条件の一

つとして、土地は１０年間無償で貸します、園舎は譲渡しますという条件の上で、民間さんに応

募を募るというとこを行っているというとこでございます。 

 ほかの先行している自治体も同じような方法でやっておりまして、ここで条件をつけたりする

となかなか来てがなかったりと、うちも結局手を挙げられたのは５法人さんだけでしたので、そ

の中でそういうふうな公募の仕方をさせていただいたというとこでございます。 

 なお、１０年無償で貸しますけど、それから先は、そこでまた協議になるというふうに考えて

いるとこでございます。 

 以上です。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４号 財産の無償譲渡についてを採決いたします。本案を原案のとおり決定
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することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第５号

○議長（古賀ひろ子君）  日程第３、議案第５号 工事請負契約締結についての議決内容の一部変

更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。中西管財課長。 

○管財課長（中西敏光君）  それでは、議案第５号について御説明を申し上げます。 

 議案第５号 工事請負契約締結についての議決内容の一部変更について、平成３１年３月

１８日付議案第２７号をもって議決（令和元年６月１０日付議案第３０号をもって一部変更）さ

れた平成３０・３１年度昭和町更新住宅２棟建設工事の工事請負契約締結に係る議決内容の一部

を次のように改める。令和２年３月３日提出、宇美町長木原忠。 

 ２、請負契約額中、６億３,６０５万７,３６０円を６億２,８１５万５,０００円に改めるもの

でございます。 

 提案理由ですが、平成３０・３１年度昭和町更新住宅２棟建設工事を施工中のところ、解体工

事の増工、地業工事、内外装工事、外構工事の減工等に伴い、工事請負契約の内容を一部変更す

る必要が生じたため、宇美町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 

 恐れ入ります。別紙参考資料の２ページをお願いいたします。 

 変更説明図を添付いたしております。 

 上段に今回変更いたします各主要な工種及び変更の理由、数量を記載いたしております。その

下に敷地平面図、建物断面図、一番下段に基礎断面図を表示いたしております。 

 一番上段の表を御覧いただきたいと思います。 

 まず、今回の変更につきましては、１、解体工事については、現在建設中の昭和町更新住宅

２棟敷地内にありました旧住宅３棟の解体を行った結果、解体施工数量の減少となり、コンク

リート解体数量、当初１３４立米を１２３立米、大変申し訳ございません、表の中には９立米と

表示いたしておりますけども、申し訳ございませんが１１立米の減ということで訂正をお願いい

たします。よろしくお願いします。 

 また、既存埋設ぐいの引き抜き撤去は、その下の敷地平面右側に赤丸で示しております。２棟

で実施する地盤改良範囲の影響を現地にて精査し、既存埋設くいを１６本撤去、総延長６５メー
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トルの増工をいたしております。 

 次に、上段表の地業工事ですが、説明図下段の基礎断面として地盤改良数量減の範囲を黄色で

表示をいたしておりますが、ボーリング調査で設定した支持層が実際は想定よりも浅く出現した

ため、地盤改良範囲が減少したもので、改良長９８９.９メートルが６２４.３メートル、

３６５.６メートルの減工となっております。 

 表の３、内外装工事ですが、説明図中の下段になりますが、建物断面に緑色で１階二重床の仕

様変更といたしておりますが、当初、乾式遮音二重床工法といたしておりましたが、１階は下階

への騒音振動の影響がないために、住宅性能評価審査機関と協議を行ったところ、対象を除外し

ても所定の性能等級を満足することが判明したため、変更を行ったところで、対象を除外しても

所定の性能等級を満足することが判明したため、通常の乾式二重床に仕様を変更したもので、

１階の２ＤＫ４室ほか、記載のとおり面積４３１平米の減工といたしております。 

 ４番、外構工事ですが、囲障工事の仕様変更で、フェンスの基礎を鉄筋コンクリートからコン

クリートブロックに仕様を変更したもので、総延長１００メートルとなっております。 

 恐れ入ります。別紙参考資料１ページをお願いいたします。 

 議案第５号の概要といたしまして、１、変更の概要、請負契約額、変更前６億３,６０５万

７,３６０円、変更後６億２,８１５万５,０００円となり、７９０万２,３６０円、１.２４％の

減額となるものでございます。 

 その内訳ですが、変更の理由につきましては、先ほど御説明させていただいたとおりですので、

割愛をさせていただきますが、主要な工種ごとにまとめますと、１、解体工事２００万円の増額、

地業工事４３６万円の減額、内外装工事４７４万円の減額、外構工事９３万円の減額、その他、

施工数量の清算により１２万７,６４０円の増額、合計しますと、７９０万２,３６０円の減額と

なるものでございます。 

 ２、工期及び３の工事請負人につきましては、記載のとおりでございます。 

 なお、本件工事の変更契約につきましては、２月２０日に仮契約を締結をいたしております。 

 以上で説明は終わりますが、御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 
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 これから、議案第５号 工事請負契約締結についての議決内容の一部変更についてを採決いた

します。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第５号は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第６号

○議長（古賀ひろ子君）  日程第４、議案第６号 和解及び損害賠償の額の決定についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。原田学校教育課長。 

○学校教育課長（原田和幸君）  失礼いたします。 

 学校教育課より説明をさせていただきます。議案第６号 和解及び損害賠償の額の決定につい

て、上記の議案を別紙のとおり提出する。令和２年３月３日、宇美町長木原忠。 

 提案理由でございますが、福岡地方裁判所に係属中の損害賠償請求事件について、同裁判所か

ら和解の提案が行われたことを勘案し、訴訟上の和解をすることについて、地方自治法第９６条

第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 恐れ入りますが、資料１ページをお開き願います。 

 １、事件名、２、係属裁判所、３、相手方（原告）につきましては、記載のとおりとなってお

ります。４、損害賠償の額につきましては、８０万円であります。５、和解条項の要旨につきま

しては、宇美町に関連する内容のみを記載しております。（１）から（５）までに記載したとお

りとなっております。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 参考資料といたしまして、２ページに事件の概要及び経過、３ページに事故発生場所の位置図

を記載しておりますので、内容を御確認願います。 

 以上で説明を終わりますが、本議案の提出に当たりましては、格別の御配慮をいただきまして

ありがとうございました。また、事件発生からこれまでの間、皆様には大変御心配をおかけいた

しました。これまで以上に、児童生徒の安全に配慮して、再発防止に向けて取り組んでまいりま

す。御審議の上、議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第６号 和解及び損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本案を原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第６号は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１７号

○議長（古賀ひろ子君）  日程第５、議案第１７号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。八島住民課長。 

○住民課長（八島勝行君）  失礼いたします。 

 議案第１７号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について、御

説明いたします。 

 予算書の１ページをお開きください。平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６３３万６,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を４億４,２３７万３,０００円とするものでございます。 

 本補正予算につきましては、決算見込みに伴う各費目の整理と後期高齢者医療広域連合納付金

の額の確定に伴う整理を中心として編成しております。 

 それでは、歳出から御説明いたします。 

 １６ページ、１７ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費は、繰入金の額の確定に伴い財源を更正するものでございます。 

 次の２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金６３３万６,０００円の増額は、この納付金

の額が確定したことによる補正でございます。 

 続きまして、歳入の御説明をいたします。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。 

 １款１項後期高齢者医療保険料の１目後期高齢者医療特別徴収保険料２４３万５,０００円の

減額及び２目後期高齢者医療普通徴収保険料１,２４０万４,０００円の増額は、年度末までの収

納状況を見通して、それぞれ補正するものでございます。 

 ３款１項１目一般会計繰入金の１節職員給与費等繰入金及び２節保険基盤安定繰入金は、後期

高齢者医療広域連合納付金の額の確定に伴い補正を行っております。 
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 以上で、説明を終わりますが、御審議の上、御議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。歳入歳出を一括審査いたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方は、ページ数をお示しの上、質疑をお願いします。質疑のある方はどうぞ。あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１７号 平成３１年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を

採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第１７号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１８号

○議長（古賀ひろ子君）  日程第６、議案第１８号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。八島住民課長。 

○住民課長（八島勝行君）  議案第１８号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）について御説明いたします。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ２,５２２万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を３９億７,２２５万

１,０００円とするものでございます。 

 本補正予算につきましては、決算見込みによる各費目の整理を中心として編成しております。 

 それでは、歳出から御説明いたします。 

 ２０、２１ページをお開きください。 
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 １款１項１目一般管理費の７節賃金１,０００円の増額は、非常勤職員の賃金の計上に誤りが

あったため増額するもので、次の２項１目賦課徴収費は財源更正のみ行っております。 

 ３項１目運営協議会費の８節報償費２万円の減額は、運営協議会委員の退職記念品の不用額を

整理するものでございます。 

 次の２款１項２目退職被保険者等療養給付費２,０００万円の減額、次のページの４目退職被

保険者等療養費２１万円の減額、それから、次の２款２項２目退職被保険者等高額療養費

５００万円の減額は、退職被保険者の数の減少に伴い療養給付費等が減少していることで、年度

末を見通してそれぞれ減額補正するものでございます。 

 下段の３款国民健康保険事業費納付金から、次のページの最後６款の保健事業費までは歳入の

補正に伴い財源更正を行うものでございます。 

 続きまして、歳入の御説明をいたします。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税及び２目退職被保険者等国民健康保険税につきまし

ては、年度末までの収納状況を見通してそれぞれ減額補正を行っております。 

 １４、１５ページをお開きください。 

 ４款１項１目保険給付費等交付金の１節普通交付金２,５２１万円の減額は、歳出２款保険給

付費の補正に伴う減額でございます。 

 ２節特別交付金６３１万７,０００円の減額は、交付額の確定による補正でございます。 

 そして、５款１項１目一般会計繰入金の１節保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）の１,７５５万

８,０００円の減額と、２節保険基盤安定繰入金（保険者支援分）４０５万１,０００円の増額、

３節職員給与費等繰入金２,７５６万４,０００円の増額、５節財政安定化支援事業繰入金７２万

４,０００円の増額は、それぞれの額の確定によるものでございます。 

 下段の７款１項１目延滞金１節一般被保険者延滞金５１２万２,０００円の増額は、年度末を

見通して増額補正するものでございます。 

 ７款３項雑入の１目一般被保険者第三者納付金６６万２,０００円の減額と、失礼いたしまし

た。今の１６ページ、１７ページでございます。９目特定健康診査自己負担金４８万６,０００円

の減額は、決算見込みで減額補正を行うものでございます。 

 続きまして、１０目歳入欠かん補填収入３,７４９万７,０００円の減額は、３１年度予算の赤

字見込額の算定によるものでございます。 

 次の１２目普通交付金の１節過年度追加交付金３,２１１万３,０００円は、前年度普通交付金

実績報告の結果、交付不足分が追加交付されるものでございます。 

 次の１３目国民健康保険事業費納付金１節過年度精算分２４２万２,０００円は、平成３０年



- 33 - 

度の国民健康保険事業費納付金のうち、退職被保険者に係る事業費納付金の精算に伴うものでご

ざいます。 

 本補正予算の結果、平成３１年度の収支につきましては、２６５万円の赤字となる見込みでご

ざいます。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議の上、御議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。歳入歳出を一括審査いたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方は、ページ数をお示しの上、質疑をお願いします。質疑のある方はどうぞ。５番、

入江議員。 

○５番（入江政行君）  歳入の部分の１４ページ。保険給付費等交付金が３,１５２万７,０００円

減らされています。そこで、これ内訳は普通交付金、保険者努力支援分、特定健康診査等負担金

が減らされているんですけど、今、県は値上げ反対するに当たって圧力をかけているんですよ。

これ、ペナルティーを導入して保険料値上げを阻止するために圧力かけて、こういった交付金を

減らしているという状態になっているんですけども、この減らされた大きな理由として何がある

のか、ちょっと答えていただけますか。 

○議長（古賀ひろ子君）  八島課長。 

○住民課長（八島勝行君）  今の御質問は、１４ページの４款県支出金のことであると思いますが、

まず、１節の普通交付金でございますが、これにつきましては、歳出のほうで説明いたしました

が、退職被保険者に係る医療費を減額補正しておりますが、それに伴って歳入のほうも補正する

ものでございます。だからこの普通交付金につきましては、健康保険の保険給付費を全額補 す

るものになりますので、歳出が減ったことによって連動して減っているということになっており

ます。 

 次の特別交付金の減額につきましては、当初予算で算定しておったものが額の確定をしたこと

によって、若干減額での確定となっておりますので、議員がおっしゃるような理由での減額とい

うことではないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  入江議員。 

○５番（入江政行君）  ということは、国民健康保険の被保険者が、私の考えるに、後期高齢者に

移ったと、そういうことで、被保険者が少なくなったということでこれ減額ということですか。 
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○議長（古賀ひろ子君）  八島課長。 

○住民課長（八島勝行君）  国保の被保険者につきましては、議員おっしゃりますように年々減少

の傾向にあります。ただ、この補正に関しての分については、退職被保険者、民間の企業とかで

働いてあった方が退職されたことによって、ここに移行された方、この数がやっぱり制度の終わ

りに伴って減少しておりますので、それが一番大きいと思っております。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。１番、丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  １２ページ、１３ページの歳入についてお伺いします。 

 この中身については、事前に聞いておりますのでいいんですけれども、国民健康保険税の項目

がここに上がっていないですよね。つまり何が聞きたいかというと、現時点での収納率、あるい

は収納体制がきちんとうまくいっているのかどうか。１月に機構改革が行われ、収納部分が移管

されました。それがきちんとうまくいっていれば、収納率もきちんと上がっているだろうし、今

後の見込み等も大丈夫だろうと思うんですけど、その辺の現時点での収納率と最終的な見込み、

どのようになっているかお伺いします。 

○議長（古賀ひろ子君）  八島課長。 

○住民課長（八島勝行君）  申し訳ございません。手元に資料を持っておりませんので、正確な数

値は申し上げられませんが、今年度は４月から一貫して前年度比０.何％でございますが、上向

きで収納率は推移しております。１月の報告についても、すいません、正確に把握しておりませ

んが、確か前年度比はちょっと増えた傾向にあると思っております。 

 機構改革によって、以前も税務課から財政課のほうに収納対策係が移行しておりますけども、

その移行によって収納体制が崩れたというふうには認識しておりません。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  ０.数％の昨年からの上向き加減にあるということなんですけど、財政の

ほうに聞きたいんですけれども、機構改革が移管して、今後、３月、４月、５月というのが収納

の佳境に入ってまいりますけど、どのような収納体制で収納率の向上に向かおうと思っているの

か、回答していただけますか。 

○議長（古賀ひろ子君）  工藤財政課長。 

○財政課長（工藤正人君）  失礼いたします。 

 当課のほうに来たのは１月からということですので、これまでどおり３１年度分の収納、要は

計画に基づいて滞納等の整理を行っておりますけども、その当初の計画に基づいて現在も行って

いるところです。 

 また、令和２年度については、財政課になって初めて丸々１年のスタートをしますので、滞納

整理の計画については、また自分のほうが中心となって進めていくことになると思います。 
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 今年度については、今言いましたように、当初の計画に基づいて行っておりますが、当然なが

ら、体制は今までと変わっておりませんので、これまでどおりのやり方しかできないというとこ

ろで、４月以降に人員等が強化されれば、さらなる強化も可能ではあるというふうに考えていま

すが、人員的には今までと変わらない、そのまま収納対策係の人数が財政課のほうに来ておりま

すので、収納の体制としては、今までとこの３か月については変わらない状況ではありますが、

今、ＦＰ相談等を導入している関係で、３０年度については２,６００万円ほど収納が上がって

きており、その中を町税と国保と分けて滞納に充てているわけでございますけども、今年度につ

いても、ＦＰ相談の関係については、件数等も同じように伸びてきておりますので、その辺を最

終的には、２月まで終わりましたが、３月にももう一回ありますので、最終的にはそこでこれま

での分も整理をしながら、収納について相談、要はそこは自分たちではどうしようもないという

ところについて相談をされて、相談を受けて、うまいこと債務を整理するというところで御相談

に乗っておるとこですけども、そういうところで１月から３月までについては、あまりそれにつ

いて強化されるとか、そういうことはありませんが、これまでどおりのやり方でやっていく中で、

収納率は今国保も上がっているということでしたけども、町税のほうも上がってきている状況で

すので、また、私担当になって、先ほど言いました令和２年度からスタートになりますので、そ

の辺はまたいろいろと私のほうで考えていきたいというふうに考えています。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１８号 平成３１年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を採

決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第１８号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１９号

○議長（古賀ひろ子君）  日程第７、議案第１９号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。藤井上下水道課長。 
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○上下水道課長（藤井則昭君）  それではよろしくお願いいたします。 

 議案第１９号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正予算（第４号）について御説明いたし

ます。 

 １ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、年度末の決算を見通しまして補正をするものでございます。 

 第２条で、収益的収支の収入において、既決予算額７億６,２７３万３,０００円を１,７３６万

１,０００円増額補正して、７億８,００９万４,０００円に、支出で既決予定額６億８,４１２万

２,０００円を４３万８,０００円増額補正して、６億８,４５６万円とするものでございます。 

 第３条で、資本的収支の収入において、既決予定額９,５９５万８,０００円を５,６０４万

１,０００円減額補正して、３,９９１万７,０００円に、支出で既決予定額４億５８８万

３,０００円を５,５５０万円減額補正して、３億５,０３８万３,０００円とするものでございま

す。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億１,０４６万６,０００円は、消費税及び地

方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金等にて補 することといたしております。 

 また、次のページをお願いいたします。 

 第４条で、職員給与費を変更しております。 

 予算書の４ページ、５ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の収入におきまして、１款水道事業収益１項営業収益１目給水収益

１,０００万円の増額につきましては、１月までの水道料調定額から年度末を見通した増額補正

でございます。この増額の要因につきましては、刑務所の使用料の増加が考えられます。 

 ２項営業外収益３目負担金２節負担金の８５６万２,０００円の増額は、給水申込みによる一

般負担金を当初予算では家事用１００戸、一時用２９栓を見込んでおりましたが、令和元年

１２月末現在で、家事用１３６戸、営業用４戸、一時用８３栓の申込みがありましたので、増額

補正するものでございます。 

 ６目長期前受金戻入２節工事負担金長期前受金戻入１２０万１,０００円の減額は、下水道事

業費から支払いされる布設替工事負担金について、減価償却額の確定に伴い不用額を減額するも

のでございます。 

 支出に移りまして、１款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費の３節賃金１４万

７,０００円の増額につきましては、貯水池等の監視人手当について、作業員単価の変更により

増額するもので、３４節賞与引当金繰入額４１万４,０００円、３５節法定福利費繰入額７万

３,０００円の増額は、令和２年６月に支払い予定の浄水場職員の期末勤勉手当見込額の引当金

を計上するものでございます。 
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 ２目配水及び給水費３２節受水費は、福岡地区水道企業団からの受水費を他市町へ融通したこ

とにより、減額が見込まれる額１,３００万円の減額補正を行うものでございます。 

 ３目総係費１節給料から５節法定福利費までの６７万８,０００円の減額につきましては、課

長等の人件費を下水道事業会計と案分し、精算することで減額になるものでございます。 

 ６目資産減耗費１節固定資産除却費２１３万１,０００円の増額は、量水器取替えに伴う残存

価格の除却費を計上するものでございます。 

 ２項営業外費用３目消費税及び地方消費税９７８万５,０００円の増額は、本補正予算を見越

した支払消費税について増額補正するものでございます。 

 ３項特別損失３目特別損失１節貸倒引当金繰入額１１万７,０００円の増額は、今年度の引当

金繰入金で今年度の不納欠損見込額を処理することができないことから、本年度の貸倒引当金繰

入金額を増額するものでございます。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出の収入におきまして、１款資本的収入２項固定資産売却代１目固定資産売

却代５１万１,０００円の増額は、水道用地払下げに伴う補正を行うものでございます。 

 ３項工事負担金１目工事負担金５,６５５万２,０００円の減額は、下水道工事に伴う補償費の

減によりまして、配水管布設替工事負担金を減額するものでございます。 

 支出に移りまして、１款資本的支出２項改良費１目固定資産購入費２００万円の減額は、量水

器購入費において不用額の整理を行うものでございます。 

 ２目原水浄水設備工事費１００万円の減額は、ポンプ取替工事の枠だし計上分について、年度

末を見通し整理をするものでございます。 

 ３目配水設備工事費５,２５０万円の減額は、配水設備工事の不用見込額を整理するものでご

ざいます。今回の補正予算により、本年度の収支は８,１９４万円余の純利益が見込まれ、今年

度末の資金残は５億９６４万円余となる見込みでございます。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議の上、議決をいただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。収益的収入及び支出と資本的収入及び支出を一括審査いた

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方はページ数をお示しの上、質疑をお願いします。質疑のある方はどうぞ。１番、

丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  ６ページ、７ページについてお伺いします。 
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 工事負担金５,６５５万２,０００円の減額というのは、具体的にどこの工事が中止になってと

か、やらなくて浮いたお金になるんですか。また、その工事が行われなかった原因について、お

答えいただきたいと思います。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  今回の工事費５,２５０万円ということで、大きな減額となって

おります。これは、当初予算で計上していました工事箇所については変更はございません。今回

減額の要因としましては、当初編成時では設計をできませんので、過去の実績同様な工事の実績

額で当初予算の計上額を算定するんですけども、今回は２本の工事で、過去にそういう実績がな

かったために、少し過大になったところもあったということが要因の一つとなっております。 

 以上です。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにありませんか。丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  予算の組み方で実績に応じてというのは分かるんですけれども、もうちょ

っと、基本的にこの負担金というのは下水道の工事が行われると、それに付随して上水道の工事

も行う、それの負担額というふうに私理解しているんですが、それに間違いないですか。それな

のに、過大な予算を組んでいた、もうちょっと詳しく説明していただけますか、その辺りのこと

を。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  すみません、先ほどの説明の中で、私、配水設備工事のほうを説

明いたしました。お尋ねは工事負担金の５,６００万円のほうですね。 

 こちらにつきましては、下水道の工事に伴いまして、当初予算では４本の工事を予定しまして、

それに対する補償費を払うということで計上しておりましたけども、これ、設計の段階でこの見

直しを行っています。下水道管のルートの見直しを実際に行いまして、４本のうち２本について

は水道の配水管の支障にならないということで、実際に補償費を払わなくてよくなりました。そ

れが原因というふうになっております。 

 以上です。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１９号 平成３１年度宇美町上水道事業会計補正予算（第４号）を採決いた
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します。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第１９号は原案のとおり可決さ

れました。 

 ただいまから、１１時１０分まで休憩に入ります。 

10時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

11時10分再開 

○議長（古賀ひろ子君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第２０号

○議長（古賀ひろ子君）  日程第８、議案第２０号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道事業

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。藤井上下水道課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  それでは、議案第２０号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水

道事業会計補正予算（第３号）について御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、年度末の決算を見通しまして補正をするものでございます。 

 第２条で、収益的収入の――収支の収入において、既決予定額９億４万９,０００円を

４９５万９,０００円減額補正して８億９,５０９万円に、支出で既決予定額８億８,７１６万

８,０００円を８８５万９,０００円減額補正して８億７,８３０万９,０００円とするものでござ

います。 

 第３条で、資本的収支の収入において、既決予定額６億５,９９６万８,０００円を８,３９７万

円減額補正して５億７,５９９万８,０００円に、支出で既決予定額９億１８万７,０００円を

９,８１５万７,０００円減額補正して、８億２０３万円とするものでございます。 

 資本的収入額は、資本的支出に対しまして不足する額２億２,６０３万２,０００円は、現年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金等にて補 することといたして

おります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第４条で、企業債の借入限度額について、公共下水道事業で既決限度額２億２,７３０万円を

８,７９０万円減額補正して１億３,９４０万円に、流域下水道事業で既決限度額３,２４０万円

を２００万円減額補正して３,０４０万円とするものでございます。 
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 また、５条で、職員給与費を変更しております。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の収入において、１款下水道事業収益１項営業収益１目下水道使用料

４１１万３,０００円の減額は、１月末の下水道使用料調定から年度末を見通して減額するもの

でございます。 

 ２項営業外収益４目長期前受金戻入１７２万２,０００円の減額は、減価償却費の確定による

減額となっております。 

 ８目引当金戻入益１１２万６,０００円の増額は、前年度からの引当金残額から本年度の不納

欠損見込額を処理いたしますと残額が生じるため、その残額を収益化するものでございます。 

 ３項特別利益１目特別利益３４万１,０００円の減額は、地方公営企業法適用前の平成２８年

３月末までの下水道使用料及び受益者負担金について、１月末の収入実績から年度末を見通して

減額するものでございます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 支出に移りまして、１款下水道事業費用１項営業費用１目管渠費１８節修繕費１３０万円の減

額及び２５節工事請負費２５０万円の減額は、年度末まで見通した不用額を減額するものでござ

います。 

 ３目総係費１節給料から５節法定福利費の人件費の増額は、課長及び課長補佐の人件費を上水

道事業会計と案分するもので、３３節報償費１９５万６,０００円の減額は前納報奨金の確定に

より、３４節補助金５０万円の減額は、年度末を見通して不用額を整理するものでございます。 

 ４目減価償却費２５９万４,０００円の減額は、１節有形固定資産減価償却費の償却額の確定

に伴いまして、不用額を減額するものでございます。 

 ５目資産減耗費６２万円の増額は、備品等の廃棄により除却費を計上するものでございます。 

 ２項営業外費用１目企業債利息及び企業債取扱諸費１１１万３,０００円の減額は、企業債利

息の確定により不用額を減額するものでございます。 

 予算書１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 続きまして、資本的収入及び支出の収入におきまして、１款資本的収入１項企業債１目企業債

８,９９０万円の減額は、各事業費の減額に伴い整理をするものでございます。 

 ４項補助金２００万円の増額は、社会資本整備総合交付金の確定により増額するものでござい

ます。 

 ５項負担金１目都市計画費負担金１節受益者負担金３９３万円の増額は、年度末を見通し受益

者負担金を減額するものの、宅地開発に伴う区域外流入等により受益者負担金相当額が増額した

ことから、増額補正を行うものでございます。 
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 支出に移りまして、１款資本的支出１項建設改良費１目下水道事業費９,５６４万円の減額は、

１５節委託料及び２２節補償費並びに２５節工事請負費において不用見込額を減額するものでご

ざいますが、２２節補償費５,４５０万円の減額につきましては、障子岳南三丁目地内の下水道

工事に伴い、既設水道管が支障になるため水道管布設替補償費を計上しておりましたが、下水道

管布設ルートの見直しにより補償費が不要となったため減額するものでございます。 

 ２目流域下水道建設負担金２５１万７,０００円の減額は、多々良川流域下水道事業建設負担

金の確定により減額補正するものでございます。 

 今回の補正予算により、本年度の収支は１,４８１万円余の純利益が見込まれるものでござい

ます。また、今年度末の資金残は５,０８８万円余となる見込みでございます。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議の上、議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。収益的収入及び支出と資本的収入及び支出を一括審査いた

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方はページ数をお示しの上、質疑をお願いします。質疑のある方はどうぞ。１番、

丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  １０ページ、１１ページです。資本的収入、まず収入のほうについてお伺

いしますが、下水道の受益者負担金が２１４万７,０００円減っています。下の６０７万７千円

は区域外流入ということで、これは分かるんですけれども、何で２１４万７,０００円減ったの

かというのを知りたいんですが、回答していただけますか。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  この件の質問につきましては、田口課長補佐から答弁いたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  田口課長補佐。 

○上下水道課長補佐（田口嘉輝君）  御質問の受益者負担金につきましては、当初予算におきまし

て収入額を見込んでおりましたけれども、その中で新規賦課に対する面積とその前納というのを

見込んでおります。 

 その中で、まず面積が一つ変更になった部分がございますけれども、そこでは増が実績ではあ

りました。しかし、それに対する前納を見込んだ際に、例年の実績から８割程度が前納されると

いうところで見込んでおりましたけれども、実際の金額といたしまして、実際の納付者の面積

ベースで計算しておりましたけれども、この面積ベースで８割を見込んでいましたところが実際

には６割程度に前納がとどまったというところで、大きな差が出たというところでございます。 
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○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  多分、前納で納める方が少なくなったんだろうなとは予測していましたけ

ど、そのとおりだったんだろうなと分かりましたが、何か要因というのは考えられますか。前納

が大体８割ぐらい納められていたのが６割になってしまったというふうな要因といいますか、そ

の辺りどう考えてありますか。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  この件につきましては、ただいま分析中でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  先ほどの上水のところでも聞いたんですけれども、水道管の布設替え補償

費、これ、当初からきちんと調査をして水道管に抵触しないような設計というのが見込めなかっ

たのかなと。当初は、水道管がかかるから、その水道管の補償費も払いますよということで予算

計上されていたと思います。これ、当初の段階からきちんとかからないようなルートを設定して

おけば、もともとからこういった予算は組まなくてもよかったんじゃないかなと思うんですけれ

ども、その辺りどうなんですか。私はもしかしたら設計ミスじゃなかったのかなという気もする

んですけれども、お考え示していただいてよろしいですか。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  この補償費の減額でございますけども、当初はやはり詳細な設計

ちゅうのがやはり時間的に難しいと思うわけでございまして、結果としては、こういう減額にな

ってしまいましたけども、当初予算で予算の議決を受けました。この予算を使い切ってしまうわ

けにはいきませんので、どうしてもやっぱり担当者としましては、設計時に削減のやっぱり工夫

をして、結果としてこういう支障が出ないような設計を組めたということで、これ一つは職員の

努力じゃないかなと私は考えていますので、その件については御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  当然、理解しています。ありがたい、本当にありがたい話です。ちゃんと

工夫をして水道管に支障がないように、ちゃんとルートを見直してやったと、それは大変評価し

ています。五千何百万円も負担しなくてよかったと、本当にありがたい話でございますので、た

だ、分かりました。ちゃんと詳細に設計して、工夫をしてお金がかからないようにやったとよく

分かりました。結構です。ありがとうございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 
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 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２０号 平成３１年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第

３号）を採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第２０号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第２１号

○議長（古賀ひろ子君）  日程第９、議案第２１号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第

７号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。工藤財政課長。 

○財政課長（工藤正人君）  失礼いたします。 

 議案第２１号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第７号）の説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第７号）は、歳入歳出それぞれ３億８,３７０万

４,０００円を追加いたしまして、予算総額を１３２億７,５６５万５,０００円とするものでご

ざいます。 

 補正の主な内容につきましては、平成３１年度決算を見通しての各事務・事業費の整理や小中

学校の施設整備費の増額などを行うものでございまして、第２条で繰越明許費の補正、第３条で

地方債の補正を併せて提案するものでございます。 

 なお、各款にわたります人件費の補正につきましては、説明を割愛させていただきたいと思い

ますので、御了承いただきたいと思います。 

 なお、資料につきましては、３月議会議案資料綴一般会計補正予算（第７号）事業一覧表をつ

けておりますので、御参照いただきたいと思います。 

 それでは、歳出から説明をさせていただきます。 

 予算書の３８ページ、３９ページをお願いいたします。 

 １款議会費１項議会費１目議会費は、決算を見通しての各経費の整理を行っておるものでござ

います。 

 次、４０、４１ページをお願いいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費につきましても、人件費の調整を除き、決算を見通
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しての各経費の整理となっておりますが、次の４２、４３ページ、右上にございます庁内共通事

務関係経費につきましては、和解が成立したことに伴う成功報酬分として顧問弁護士相談料を

７２万６,０００円増額いたしております。 

 ２目文書広報費、広報広聴事業費は、決算を見通しての減額整理。 

 ４目会計管理費、出納事務経費では、法規追録代の増に伴い不足いたします消耗品費を

３,０００円増額。 

 次の５目財産管理費から８目自治振興費までにつきましては、決算を見通しての減額整理とな

っているところでございます。 

 ４４、４５ページをお願いいたします。 

 １４目基金費では、各基金の利子を整理するほか、本補正予算の歳入で町制施行１００周年記

念事業協賛金を１１０万円予算化しておりますので、同額を町制施行１００周年記念事業基金に

積み立て、残った歳入超過額１億５,５３８万２,０００円を庁舎建設等基金に積み立てるもので

ございます。 

 本補正予算によりまして、３１年度末の基金残高は２１億４,９００万円程度となる見込みで

ございます。 

 次の１５目施設管理費は減額整理。 

 その下の１７目町制施行記念事業費では、協賛金感謝状用の額縁代として消耗品費を８,０００円

増額。 

 また、令和２年度までの２か年事業で実施いたします１００周年記念事業実施支援業務の本年

度分の委託料５５万円を計上いたしております。 

 次の４６、４７ページをお願いします。 

 ２款総務費２項徴税費１目税務総務費、右側中段の税務事務関係経費では、不足いたします軽

自動車検査情報市区町村提供システム利用負担金を５,０００円増額。 

 その下の２目賦課徴収費の収納経費は決算を見通しての減額整理となっております。 

 ５項統計調査費２目指定統計費の全国家計構造調査関係経費では、次の４８、４９ページにな

りますが、実績に応じまして報償金を３万６,０００円減額いたしております。 

 ５０、５１ページをお願いします。 

 ３款民生費１項社会福祉費３目国民健康保険事業費、国民健康保険特別会計繰出金では、額の

確定に伴い保険基盤安定分を１,３５０万７,０００円減額。職員給与費等の保険基盤安定以外分

を２,８２８万８,０００円増額いたしております。 

 ４目障害者福祉費の００１障害者福祉事業費から００６の障害支援区分認定事業費までは、決

算を見通しての減額整理。次の重度障害者医療支援経費では、重度障害者医療費の不足見込額
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１９６万４,０００円の増額を行っているとこでございます。 

 次の５２、５３ページ、５目高齢者福祉費、６目高齢者福祉施設費、７目介護保険事業費、次

の５４、５５ページ、８目後期高齢者医療費までにつきましては、額の確定等により各経費の整

理を行っておるものでございます。 

 ３款民生費２項児童福祉費４目子育て支援事業費、子育て支援関係経費では、託児業務委託料

の執行残見込みを７万８,０００円減額、前年度県支出金返還金を１万２,０００円計上いたして

おります。 

 ５目保育園費の町立保育園運営経費は、次の５６、５７ページの中段まで続いておりますが、

全て各経費の整理となっております。 

 次の特定教育・保育施設運営経費と特定地域型保育事業費につきましては、給付単価や児童数

の最終見込み等により、各民間保育園運営負担金等について整理を行っておるものでございます。 

 その下の届出保育施設等事業費では、次の５８、５９ページになりますが、児童数の精算によ

りまして、利用給付費を６８９万６,０００円減額いたしております。 

 ６０、６１ページをお願いします。 

 ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費の右側、００２母子衛生事業費、００３保健衛

生事業費、次の６２、６３ページ、００６の保健衛生関係経費につきましては、全て決算を見通

しての減額整理でございます。 

 ２目保健衛生施設費、健康福祉センター運営経費では不足が見込まれます消耗品費、光熱水費、

修繕料の合計で３６万３,０００円を増額いたしております。 

 ３目予防費、予防接種事業費は、決算を見通した減額整理。 

 ４目環境衛生費、北筑昇華苑組合費では、助成額の改定と死亡者数の増加によりまして不足い

たします葬祭場火葬料助成金を２３４万円増額いたしております。 

 次の６４、６５ページの５目公害対策費につきましては、執行残の減額整理です。 

 ４款衛生費２項清掃費３目塵芥処理費、ごみ処理事業費では、額の確定によりごみ袋等製作業

務委託料を６１０万７,０００円減額。 

 須恵町外二ヶ町清掃施設組合の事業費の決算見込みからＲＤＦ処理業務委託料を２,８０９万

１,０００円減額しております。 

 最終処分場運営経費につきましても、決算を見通した減額整理。 

 その下のリサイクルセンター管理費では、宇美志免リサイクルセンター運営費の確定により、

宇美町・志免町衛生施設組合負担金を８９２万８,０００円増額いたしております。 

 ４目し尿処理費の浄化槽費は、次の６６、６７ページになりますが、設置基数の確定によりま

して、合併処理浄化槽設置整備事業補助金の補助分を２８０万８,０００円減額。申請がなかっ
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たため、単独分につきましては、３７万８,０００円全額減額をいたしております。 

 浄化センター管理費におきましても、宇美志免浄化センター運営費の確定により、宇美町・志

免町衛生施設組合負担金を２６８万円減額いたしております。 

 次の６８、６９ページをお願いします。 

 ６款農林水産業費１項農業費、中段の３目農業振興費は減額整理。 

 ５目農地費、農業基盤保全事業費では、ため池２か所の耐震診断業務委託料を１,６３０万円

計上いたしておりますが、それ以外につきましては、額の確定に伴う減額整理。 

 次の、土地改良関係経費では、次の７０、７１ページ、事業費の確定に伴い、県土地改良事業

団体連合会負担金を１１万５,０００円増額いたしております。 

 ２項林業費２目林業振興費、森林機能保全事業費は執行残等の減額整理となっております。 

 ７２、７３ページ、７款商工費１項商工費につきましては、全て執行残等の減額整理でござい

ます。 

 次、７４、７５ページをお願いします。 

 ８款土木費１項土木管理費と、中段の２項道路橋りょう費につきましては、全て執行残見込み

等の減額整理となっております。 

 ７６、７７ページをお願いします。 

 ８款土木費５項都市計画費１目都市計画総務費、右側中段の都市計画事務関係経費では、本年

度中の実施見込みがなくなったため、平成地区市街地整備計画検討業務委託料を５３８万円全額

減額をいたしております。 

 ３目街路事業費、都市計画街路整備事業費では、額の確定により、志免宇美線街路事業負担金

を１,９８７万５,０００円減額。 

 ５目公園費、公園管理・整備事業費は、執行残の減額整理となっております。 

 次の７８、７９ページ、６項住宅費１目住宅管理費、町営住宅維持管理費では、駐車場整備工

事請負費の執行残１２３万１,０００円を減額整理。 

 ２目住宅建設費、町営住宅建設事業費では、額の確定に伴い昭和町更新住宅２棟建設工事の工

事監理業務委託料を５３９万９,０００円、工事請負費を６,５３９万２,０００円減額いたして

おります。 

 ８０、８１ページお願いします。 

 ９款消防費１項消防費１目常備消防費では、額の確定によりまして、粕屋南部消防組合分担金

を４８１万７,０００円減額しております。 

 ３目消防施設費と４目防災対策費は、全て減額整理となっております。 

 ８２、８３ページをお願いいたします。 
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 １０款教育費１項教育総務費２目事務局費、事務局運営経費では、事務局がハピネスに移転し

たことによりまして必要となりましたコピー機の使用料を１０万５,０００円計上いたしており

ます。 

 ３目教育支援事業費では、最初の学校教育推進事業費におきまして、新年度からの小学校での

新学習指導要領の全面実施に伴います教科書の改訂に伴いまして、指導主事用の指導書の購入費

１２９万７,０００円を計上いたしておりますが、それ以外につきましては、年度末を見通して

の事務事業費の整理となっております。 

 次の８４、８５ページ、２項小学校費１目学校管理費は執行残の減額整理でございます。 

 ２目教育振興費では、各小学校教育振興費で、新年度からの教科書改訂に伴いまして、教師用

教科書及び指導書の購入費を計上いたしており、合計額としましては、５校で１,９９１万

７,０００円となっておるところでございます。 

 次の４目施設整備費、小学校施設整備費では、次の８６、８７ページになりますが、国のＧＩ

ＧＡスクール構想の実現に向けまして、校内通信ネットワーク整備業務委託料を８,８７２万

４,０００円計上。 

 次の桜原小学校施設整備費では、校舎屋根防水・外壁改修等工事費、それとトイレの改修工事

費で２億６,０４５万６,０００円。両工事の監理業務委託料として５６６万５,０００円を計上

いたしており、全て次年度に繰り越して事業を実施することとしております。 

 ３項中学校費４目施設整備費、中学校施設整備費におきましても、小学校と同様に校内通信ネ

ットワーク整備業務委託料を４,６８２万２,０００円計上。 

 次の宇美中学校施設整備費では、体育館屋根防水・外壁改修等の工事費で１億９８５万

４,０００円。工事監理業務委託料を２８９万円計上しており、これらにつきましても次年度に

繰り越して事業を実施するものでございます。 

 ５項幼稚園費１目幼稚園費、私立幼稚園就園奨励事業費は、次の８８、８９ページ、額の確定

に伴いまして、私立幼稚園就園奨励費補助金を１７８万２,０００円減額。 

 次の施設等利用給付費では、執行見込みから施設等利用給付費を１,８１７万７,０００円減額。

補足給付事業費を１４０万４,０００円増額いたしております。 

 ６項社会教育費につきましては、人件費の調整を除きまして、１目社会教育総務費、次の９０、

９１ページ、２目青少年教育費から５目図書館費まで、それぞれ額の確定等により各経費の整理

を行っておるものでございます。 

 次の９２、９３ページ、６目社会教育施設費、研修所施設管理費では、不足が見込まれます電

気代を４万８,０００円増額。 

 ８目文化財保護費、文化財保護関係経費は各経費の整理となっておるものでございます。 
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 ７項保健体育費は、人件費の増額を除きまして、次の９４、９５ページまで続いておりますが、

全て各経費の減額整理となっておるものでございます。 

 歳出の説明につきましては、以上となります。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。 

 戻りまして、１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 １款町税は、年度末の調定見込額や見込徴収率の見直しにより、１項町民税を４,２２３万

７,０００円増額。 

 ２項固定資産税を１,５３１万８,０００円増額。 

 ３項軽自動車税を１１９万１,０００円減額いたしております。なお、軽自動車税環境性能割

につきましては、本補正予算の中で、節ではなく目のほうに予算を組み替えております。 

 次の１８ページ、１９ページ、お願いいたします。 

 ２款地方譲与税、それから次の３款利子割交付金、４款配当割交付金までは、年度末の収入見

込みから過不足額を増減額補正いたしております。 

 一番下の１１款分担金及び負担金２項負担金から、次の２０、２１ページ、１２款使用料及び

手数料の１項使用料、さらに次の２２、２３ページ中段の２項手数料までにつきましては、収入

済額または今後の収入見込みによりまして、各予算の増減額補正を行っておるところでございま

す。 

 １３款国庫支出金１項国庫負担金、次の２４、２５ページ中段にあります２項国庫補助金、こ

れが次の２６、２７ページ中段まで続いておりますが、これらにつきましては、歳出事業費の確

定等による補正増減によりまして、そこに充てる国庫支出金を増減額補正するものや、国からの

補助金額の確定通知等によりまして整理を行っておるものでございます。 

 ただし２７ページ、２つ目の学校施設環境改善交付金、これにつきましては、歳出で説明をい

たしました桜原小学校の校舎及びトイレの改修事業、宇美中学校体育館改修事業、小中学校の校

内通信ネットワーク整備事業の実施に伴い予算化をするものでございまして、合計で１億

８,９６８万７,０００円を計上いたしております。 

 １４款県支出金１項県負担金、次の２８、２９ページ、中段の２項県補助金、さらに次の３０、

３１ページ、中段の３項委託金までにつきましては、国庫支出金と同様に歳出事業費の確定等に

よる補正増減により、それに連動して増減額補正をするものがほとんどとなっております。 

 下のほうの１５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入は、現在の収入状況から６万

８,０００円を増額するもの。 

 ２目利子及び配当金は、基金の利子を４つの基金の現在高に合わせ調整をするもの。 

 次の３２、３３ページ、２項財産売払収入、１目不動産売払収入では、町有地を公売にかけた
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ところ、申込者がなかったことなどによりまして、町有地売払収入を１,５１８万９,０００円減

額いたしております。 

 １７款繰入金２項基金繰入金２目農業振興事業費財政基金繰入金１１６万円の減額と、６目町

制施行１００周年記念事業基金の繰入金５,０００円の減額につきましては、基金充当事業費の

減によるものでございます。 

 １９款諸収入１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金では、収入済額から町税延滞金を

１１万４,０００円増額いたしております。 

 ７項雑入８目雑入は、次の３４、３５ページまで続いておりますが、収入額の確定や今後の見

込みにより増減額整理をいたしておるものでございます。 

 ２０款町債１項町債１目土木債と５目の農林水産業債は、対象事業費の確定等により減額整理

を行っております。 

 １３目補正予算債、学校教育施設等整備事業債は、国庫補助金と同様に桜原小学校の校舎及び

トイレの改修事業、小中学校校内通信ネットワーク整備事業、宇美中学校の体育館改修事業、こ

れらの実施に伴い予算化をするものでございまして、合計で３億７７０万円を計上いたしており

ます。 

 次に、また戻っていただきまして、６ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費補正は、６件の追加を提案するものでございまして、１件目が６款農林水産

費１項農業費、事業名がため池耐震診断事業で、金額を１,６３０万円と定めるもの。 

 ２件目が、８款土木費５項都市計画費、事業名が一本松公園（猫石側）トイレ改修事業で、金

額を９,６８４万円と定めるもの。 

 ３件目が、１０款教育費２項小学校費、事業名が校内通信ネットワーク整備事業（小学校）で、

金額を８,８７２万４,０００円と定めるもの。 

 ４件目が、１０款教育費２項小学校費、事業名が桜原小学校大規模改修（校舎・トイレ）事業

で、金額を２億６,６１２万１,０００円と定めるもの。 

 ５件目が、１０款教育費３項中学校費、事業名が校内通信ネットワーク整備事業（中学校）で、

金額を４,６８２万２,０００円と定めるもの。 

 最後、６件目が１０款教育費３項中学校費、事業名が宇美中学校体育館大規模改修事業で、金

額を１億１,２７４万４,０００円と定めるものでございます。 

 右側、７ページをお願いいたします。 

 第３表地方債補正は、追加１件、変更２件を提案するもので、１の追加は、起債の目的が学校

教育施設等整備事業債で、限度額が３億７７０万円。起債の方法、利率、償還の方法につきまし

ては、ほかの地方債と同じ内容で定めるものでございます。 
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 ２、変更は、いずれも限度額の変更で、公共事業等債１億１,９５０万円を７,２００万円に、

公営住宅建設事業債２億８,３４０万円を１億８,４００万円に変更するものでございます。 

 最後に、予算書の最後のほう、９８、９９ページと次の１００、１０１ページに、今回の補正

に係ります給与費明細書を掲載しておりますので、御参照いただければと思います。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。歳入と歳出に区別の上、歳出は適宜こちらのほうで指示い

たし、歳入一括、最後に総括質疑という順序で審査を行いたいと思いますが、御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方は、ページ数をお示しの上、質疑をお願いします。 

 それでは、歳出１款議会費から２款総務費まで、３８ページから４９ページまで質疑のある方

はどうぞ。１番、丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  ４５ページ、お願いします。 

 庁舎建設等基金費、これ１億５,５４８万２,０００円と上がってあります。ちょっと確認した

いんです。せんだっての臨時議会のときにふるさと納税が２億円になりましたと、その中で財政

調整基金に１,０００万円ほど受贈されました。この１億５,５４８万２,０００円のうちに、ふ

るさと納税で納められた分が入っているのか、入っていないのか、その確認をしたいです。厳密

にはなかなか難しいと思いますけども、よろしくお願いします。 

○議長（古賀ひろ子君）  工藤財政課長。 

○財政課長（工藤正人君）  今回の積立ての分につきましては、今回予算を組まれた分の歳入歳出

予算の歳入の超過分を積み立てるということにしていますので、この分については、ふるさと応

援寄附金の分は全く影響していないというふうに考えています。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  それで、なぜこの庁舎建設等基金費ばっかり増やして、財政調整基金のほ

うは増やしていないんですか、回答してください。 

○議長（古賀ひろ子君）  工藤課長。 

○財政課長（工藤正人君）  積立ての順番としては、まずは財政調整基金というのが一番です。財

政調整基金は財政改革推進プランの中で、町の標準財政規模の２０％は確保したいと。これは緊

急的な大規模災害が起きた際に、町の標準財政規模の２０％程度は緊急的な出動があるというふ

うに言われていますので、その２０％を確保するというところで、当町の標準財政規模が近年で
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は７０億から７２億程度です。したがいまして、１４億円以上は確保をしたいというふうに考え

ています。 

 それから、さらに余裕を持って積み立てればというのがあるわけでございますけども、近年は

言われなくなりましたが、二、三年前には基金がたくさん積み上がっている市町村は、交付税が

要らないんじゃないかというような話が国のほうからあっていたと思います。これは、要は財政

調整基金はあくまでも今年度の財源が不足したために貯金しておくものということになりますの

で、これを逆にあまり増やしますと、そういうふうな形で国から言われる可能性もあるというと

ころで、当町としては、根拠として今言いました標準財政規模の２０％を確保したいというとこ

ろから、１４億程度を見込んでおりまして、今のところ、今年度末は１４億７,０００万円程度

が財政調整基金の残高となる見込みに今なっていますので、今回ここでは財政調整基金への積立

ては行っていないというところです。 

 それから、庁舎の建設基金につきましては、御存じのとおり再配置計画等もつくられておりま

して、今後、公共施設の大規模改修がどんどんやってきます。それと２０年後には庁舎の新設、

庁舎の建設で３０億程度等が想定されておりますので、それに向けて、当然この基金については

幾ら積み立てても足りないというふうに考えています。 

 それと、もう一つの理由は、当初予算のほうで今回、今まさに外で工事をやっていますけども、

庁舎の外壁改修、屋上防水工事をやっていますが、これが２億ちょっとの工事になっています。

この分は公共施設の延命化というところもありますので、この庁舎建設の基金を当初予算では充

当するようにしています。２億１１０万円を取り崩す当初予算を今回提案する予定にしています

ので、次年度に最初から２億マイナスになるというところもありますので、それを考えると、今

回の１億５,０００万のプラス分については、ここに積み立てるのが妥当ではないかという判断

で、この３月の補正予算では庁舎等の建設基金に１億５,５００万円全て余裕財源を積み立てた

というところになります。 

 以上でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  ただ、近隣の町の基金が幾らぐらいあるかというのは御存じだと思います

けど、圧倒的に少ないですよ、隣町に比べると。そういったのも含めて１４億７,０００万円で

果たして大丈夫なのかという気はしています。その１４億７,０００万円で本当にうちの貯金と

いうのは大丈夫なんですか。そこにも回すべきじゃないのかな。 

 何でこれを聞くかというと、ふるさと納税の納めていただいた分を財政調整基金に回している

んですよね。それで今回そこには全然入れないで庁舎建て替えの分だけ。どうも何か納得いかな

いんですけれども、本当に１４億そこそこで足りるんですか。回答してください。 
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○議長（古賀ひろ子君）  工藤課長。 

○財政課長（工藤正人君）  今のうちの財政状況からいくと、十分だというふうに考えています。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。 

 ただいまから１３時まで休憩に入ります。 

11時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

13時00分再開 

○議長（古賀ひろ子君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ３款民生費から４款衛生費まで、５０ページから６７ページまで、質疑のある方はどうぞ。

１番、丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  ５７ページです。この委託料です。保育士派遣業務委託料４６２万

３,０００円の減額ということで上がっております。派遣業務についてちょっとお尋ねしたいん

ですけれども、今年は、年度当初は待機児童ゼロでいっていたのが、年度途中で制度も変わりま

して待機児童が増えたと。この派遣事業で、実際に派遣会社に依頼されていると思いますけれど

も、実際、何人分が不用額として計上されているのか、まずそこをお答えいただけますか。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川こどもみらい課長。 

○こどもみらい課長（安川禎幸君）  派遣ということでございます。今、派遣によりまして保育士

を園のほうに配置しておるとこでございますが、当初予算で１２人分の計上をしておりましたが、

なかなか派遣先、委託先の業者さんも確保に苦労しているというとこで、今年は１０人の派遣と

いうふうになっているとこでございます。 

 したがいまして、生じました不用額を減額補正しているという状況でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  今、派遣先の元請というんですか、業者さん、ここも苦労されているとい

うことでお伺いしましたけれども、考え方として、派遣会社にはちゃんと保育士は登録してあり

ますよと、ただ、宇美町の例えば雇用条件が悪いから、宇美町には行かずによそに流れていって

しまう、そういった現状はないんでしょうか。お願いします。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○こどもみらい課長（安川禎幸君）  この派遣、あくまでも人材派遣でございますので、給料を払

うのは派遣会社が払います。町が払っているわけじゃない。ですので、そこから言いますと、人

材会社さんのほうが個別な契約に基づいて保育士に払っているというとこなので、そこでうちの
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処遇という問題ではないというとこでございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  ６５ページ、お尋ねしたいと思います。 

 ごみ処理事業費の委託料、ＲＤＦ処理業務委託料が２,８０９万１,０００円減額になっていま

す。これは、これだけ減るということは何らかの努力もされてあると思いますし、すばらしいこ

とじゃないかなと思っているんですけど、何で２,８００万円減額できたのか、その取組状況な

ども含めて回答していただけたらと思いますが、お願いします。 

○議長（古賀ひろ子君）  太田環境農林課長。 

○環境農林課長（太田一男君）  ＲＤＦ処理委託料の減額２,８０９万１,０００円につきましては、

前年度の繰越金の精算額は約１,７３３万ほどございます。それと、運転維持管理経費、これが

主なもので電気の使用料、これは契約単価が減ったということで、約９６０万ほど減額になって

おります。これが主な理由でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。 

 次に、６款農林水産業費から９款消防費まで、６８ページから８１ページまで、質疑のある方

はどうぞ。１１番、飛賀議員。 

○１１番（飛賀貴夫君）  ７７ページの８款土木費の１目都市計画総務費の中の委託料、平成地区

市街地整備計画検討業務委託料の５３８万円の減額になっておりますが、議会資料綴の３ページ

に説明が書いてありますように、予定した検討内容の整理が必要であったことから、本年度の予

算を減額補正するものとなっておりますが、どのような検討内容を整理したのか、それと、今後

この地区の整備計画についてお答え願いたいと思います。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤木都市整備課長。 

○都市整備課長（藤木浩一君）  この計画につきましては、平成２９年度から数回にわたり同地区

の西部農地地権者の方と意見交換会を開催をいたしております。今年度も、今年１月２１日に井

野区の公民館におきまして実施をしておりますが、本年度中の農地地権者との賛同を得るに至ら

なかったということで、補正減をいたしているところでございます。 

 この事業につきましては、約９割の方の賛同がないとできないこととなっており、アンケート

調査を今実施をしているところでございますが、今集計中でございます。集計中といってもある

程度分かっておりますので、その結果、９割には達しなかったということでございます。 

 今後につきましては、地権者の方の動向を見ながら、当課といたしても機運が高まるのを待っ

て、この業務を実施していきたいと考えておりますが、それまでは志免宇美線の街路事業を先行
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をさせていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにありませんか。１番、丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  ７１ページになります。林業振興費で、工事請負費、荒廃森林整備事業負

担金、１,２９１万７,０００円減額されております。これにつきましては、福岡県の県費、これ

が財源ほぼ占めております。なのに、荒廃森林の整備ができていない、半分ぐらいですか、落と

さなきゃいけない。まずその理由を説明していただけますか。 

○議長（古賀ひろ子君）  太田環境農林課長。 

○環境農林課長（太田一男君）  この荒廃森林整備工事請負費の減額理由でございますけども、こ

の事業につきましては、森林所有者との協定を取り交わす必要がございます。要するに、我々の

ほうからアプローチを行いましたけども、森林所有者の同意が得られなかったというのが理由で

ございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  よく分かるんですけれども、ただ、やっぱり山が荒れるとですね、例えば

大雨が降った際に土砂崩れが発生しやすくなるとか、そういったリスクが非常に高まってまいり

ます。せっかく県が１００％出資する中で、来年度以降、県が当初予算組んだ分はぜひしっかり

荒廃森林の整備に充てて、山をしっかり守るということに尽力していただきたいと思っています

けど、何か今後の解決策といいますか、その辺はお考えありますでしょうか、お願いします。 

○議長（古賀ひろ子君）  太田課長。 

○環境農林課長（太田一男君）  この事業につきましては、議員先ほどから言われています１０分

の１０の県の森林環境税を活用した事業でございます。町の持ち出しがないという事業でござい

ます。 

 先日の常任委員会の折にも、丸山議員のほうからせっかくこういった事業があるんだったら、

どんどん活用して整備したらどうかということで御意見を頂いております。そこで、県のほうに

問合せを確認をしまして、今現在、町の職員で先ほど来申しますけども、森林の所有者のほうと

協議をしているわけでございますけども、県のほうに問合わせをしましたら、業者のほうに委託

をして、そういった森林所有者との協議ができると、それについても県費の１０分の１０の補助

がつくということでございましたんで、来年度以降につきましては、そういった専門の知識を持

ってある業者の方にそういったところも委託をかけまして、さらに従来どおりの町の職員も森林

所有者との協議を重ねまして、当初予算上げております、整備計画にも上げておりますけども、

年間２０ヘクタール程度でございますけども、そういった整備に尽力していきたいと思っており

ます。 
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○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  すばらしい案があるそうなんで、ぜひ来年度以降しっかりやっていただけ

たらなと思っています。 

 続いて、７７ページなんですけれども、土木費の都市計画費、街路事業費です。これ志免宇美

線の街路事業負担金なんですが、非常に多くの金額が今回整備されているということでございま

す。実際に使ったお金が２８６万７,０００円、当初予算の１０分の１程度になってしまってい

るということなんですが、もともと当初予算も少なかったんですけれども、使ったお金、事業に

充てたお金が非常に少ないんじゃないかなと。事業の進捗を非常に心配しております。今、もう

事業認可を受けて何年かたちますけれども、事業の進捗状況をまず回答していただけますか。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤木都市整備課長。 

○都市整備課長（藤木浩一君）  議員も御承知のとおり、ここ数年何も動いていない状態でござい

ますけれど、今年度、１１月２５、１２月の１８、数回にわたり福岡県土整備事務所と協議を重

ねております。取付け道路の位置、信号付近の位置、水路の位置、暗渠部分、交差点の協議、そ

ういうものをもろもろ重ねてきたところでございます。 

 今回、ようやく１月の２９日、宇美町役場の大会議室におきまして、地権者に対して用地測量、

物件調査等の説明会を開催をいたしたところでございます。その後、この説明については、まだ

完全な地図ではないということで、また協議が必要ということで、その後、２月の２８日に交差

点の協議、これを当町において行っております。議会終了後、また交差点協議については県警の

ほうとしないといけないと思っております。３１年度につきましては、用地測量、境界立会のほ

うでお金を使っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  前、県土整備事務所と鋭意協議を行って、なかなかそれが決定しないとい

うことなんです。あまりにも進捗が遅いんじゃないかなと。またこのままいくと、事業認可、さ

らにまた３年、５年と延ばしていかないと追いつかないような状況が発生するのではないかと心

配しています。いわゆる開通がそれだけ先延ばし、先延ばしになってしまうということなんです

けど、事業認可の延伸とかその辺りに関しては何かお話はされていますか。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤木課長。 

○都市整備課長（藤木浩一君）  丸山議員から、以前にもそのような質問を受けたと思いますけれ

ど、今のところ事業認可の延長、そういうものは考えられていないようでございます。これから

後、もし道線が固まれば予算に応じて着々と進んでいくものと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。１番、丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  ７９ページです。住宅建設費になります。事業費が全部で７,０７９万

１,０００円減額されているんですけど、国庫補助金がかなり増額されています。２,８１２万

３,０００円、いつの段階で国庫補助が上がるということが分かったんでしょうか。何で今ここ

が上がってきているのか、その説明をしていただけますか。 

○議長（古賀ひろ子君）  中西管財課長。 

○管財課長（中西敏光君）  やはりこの昭和町の交付金事業につきましての交付金につきましては、

やはり１２月、１月にかけて交付金の決定ということでございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。次に、１０款教育費から１２款公債費まで、８２ページ

から９７ページまで、質疑のある方はどうぞ。８番、黒川議員。 

○８番（黒川 悟君）  ８７ページの１０款２項４目桜原小学校の施設整備費について質問いたし

ます。 

 大規模改修ということで、外構とそれとトイレの工事があると思うんですけども、今回、この

コロナウイルスの問題で学校が今休みになっております。当然、夏休みまで絡んでくると思うん

ですよね、今、休んでいる分が。そうなってきたときの工程、多分、夏休みの工事にトイレの工

事はなると思うんですが、その辺はどのようになりますでしょうか。 

○議長（古賀ひろ子君）  原田学校教育課長。 

○学校教育課長（原田和幸君）  今回、コロナウイルスの関係で、急な臨時休校となりまして、ま

だ未履修の科目も残っているわけでございますけれども、こういった取扱いについては、今、教

育委員会のほうで早急に協議を行わなければいけないということにしております。 

 例えば、その対策の取組の一つとして、一部報道等では夏休みを短縮をしたりとかいったこと

もあっておりますけれども、当町においては、子どもたちに不利益が生じることがないように配

慮してまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 そうした中で、本工事につきましては、今回、３月議会で御承認をいただきましたら、４月に

入りまして発注をして、おっしゃるように夏休みが中心の工事になっていくかというふうに思っ

ております。特にトイレについては、日々利用するものでございますので、大半の工事を夏休み

の中で行うということで計画をしてまいりたいというふうに思っております。 

 今後、この感染症の分がどう影響してくるかというのは、ちょっと計り知れないところがあり

ますけれども、十分配慮しながら工事のほうは進捗管理行っておきたいというふうに思っていま

す。 
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○議長（古賀ひろ子君）  黒川議員。 

○８番（黒川 悟君）  それと、やはりこのコロナの影響で、いろんな住機関係が、今、中国から

入ってこなくて滞っている部分があります。当然、終息がどこで収まるか分かりませんが、その

影響でひょっとすれば物が入ってこない。工事ができない。そういうことも考えられると思うん

です。その辺もちょっと考えて、今後進めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（古賀ひろ子君）  原田課長。 

○学校教育課長（原田和幸君）  まだまだそういった情報というのが十分収集できていないところ

がございますけれども、そういった動向に注視しながら対応してまいりたいと思います。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。 

 歳出の質疑を終結します。 

 次に、歳入一括質疑に入ります。１６ページから３５ページまで、質疑のある方はどうぞ。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。歳入の質疑を終結します。 

 次に、総括質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。総括質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２１号 平成３１年度宇美町一般会計補正予算（第７号）を採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第２１号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（古賀ひろ子君）  以上をもちまして、本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会

することにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。本日は、これで散会いたします。 
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○議会事務局長（川畑廣典君）  起立願います。礼。お疲れさまでした。 

13時19分散会 

────────────────────────────── 


